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政治家(※1)が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を間わす、法律で罰則を

もって禁止されています(� ※2)0また、有権者が政治家に寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止

されています(※3)0(公職選挙法第199条の2) 
※� 1現に議員や首長の職にある人だけでなく、立候補している人や立候補を予定している人をいいます。� 

※2次のものは除きます。親族に対するもの・政党その他の政治団体に対するもの・政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償� 

※3政治家を威迫して勧誘や要求をしたり、当選や被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすることは、罰則の対象となります。


(公職選挙法第249条の2第51頁・第6項)


お祭Dへの寄附や差し入れ

入学祝い、寧業祝い

町会の集会や旅行等の催し物への

寸志や飲食物の差し入れ

結婚祝い、香典
さいたま市選挙キャラクター
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政治家本人が自ら出席する結婚披露宴、

葬式又は通夜におけるものについては、

怠申元、お歳暮� 

QRコード

詳じく16webで。|さいたま市寄附禁止� 

http://www.city.saitama.jp/006/009/005/pO18389.html 
!裏面白覧ください。"L-
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寄附と16何ですか? 寄附とは、お金や物品その他財産上の利益となるもの

を与えたり、与える約束をすることです。ただし、物を

買ったときの代金や有料イベ、ントの参加料のように、債

務の履行として支払うものは寄附には当たりません。

とうじて政治家16
政治家が寄附にお金をかけること

寄附をじて16
いけ怠いのですか?

をなくして、お金のかからない選挙、

きれいな選挙を実現するためです。

政治家が会費制では怠い町会の

忘年会や新年会、お祭り怒との行

事lζ出席する場合、会費l乙相当す

る額を『会費』の名目で支払うこと

はできますか?

町会の役員がお祭りへの寄附を

集める場合、町会員の政治家!こち

寄附をお願いできますか?

「会費Jではないので、たとえ飲食

代の実費相当額であっても、寄附

として禁止されています。
※会費制の会合や行事の際の会費については、債務の履行として

寄附に当たらないとされています。

政治家に対して寄附を求め

ることは禁止されています。

お世話lζ怒った人へのあ申元・お

歳喜や催レ物の賃助金怒と、選挙 選挙に関係する・関係しな

lζ関係の恕い寄附であれば、政治 いを問わず、政治家による

家でち行うことはできますか。 選挙区内の人や団体への

寄附は禁止されています。

このチラシは42.000部作成し、 l部当たりの印刷経費は 3円です(デザインの経費を含みます。)。


